
役場の窓辺から yakuba no madobe kara

自
宅
で
副
業
し
て
み
た
い
方
へ
、

セ
ミ
ナ
ー
を
無
料
開
催
し
ま
す
！

「
狩
猟
免
許
試
験
」の
お
知
ら
せ

試
験
日
時
：
令
和
４
年
２
月
20
日
㈰  

午
前
９
時
か
ら

試
験
会
場
： 

● 

わ
な
猟
　
静
岡
総
合
庁
舎
　
静
岡
市
駿
河
区
有
明

町
２-

20

● 

第
一
種
銃
猟
　
藤
枝
総
合
庁
舎
　
藤
枝
市
瀬
戸
新

屋
３
６
２-

１

※

免
許
の
種
類
に
よ
り
会
場
が
異
な
り
ま
す

申
請
期
間
： 

12
月
20
日
㈪
〜
令
和
４
年
１
月
21
日
㈮

申
請
場
所
：
志
太
榛
原
農
林
事
務
所
　
森
林
整
備
課

（
藤
枝
総
合
庁
舎
４
階
）藤
枝
市
瀬
戸
新
屋
３
６
２-

１

　「
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
た
副
業
に
関
心
が
あ
る
」

「
子
育
て
や
介
護
と
両
立
で
き
る
働
き
方
を

し
た
い
」…

そ
ん
な
時
間
と
場
所
を
選
ば
な

い
新
し
い
働
き
方【
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
】を

始
め
て
み
た
い
方
へ
。

　
行
政
が
主
催
す
る
、【
自
営
型
テ
レ
ワ
ー

ク
】初
心
者
向
け
の
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？「
副
業
」や「
テ
レ
ワ

ー
ク
」、「
オ
ン
ラ
イ
ン
」が
未
経
験
・
初
心
者

の
方
、大
歓
迎
で
す
！

セ
ミ
ナ
ー
内
容・日
程：

①
テ
レ
ワ
ー
ク
に
必
要
な
ス
キ
ル
を
身
に

着
け
よ
う
！

● 

１
月
25
日
㈫
午
後
１
時
〜
午
後
２
時
30
分

　
業
務
理
解
と
ス
ケ
ジュ
ー
ル
設
計
編
　

● 

２
月
２
日
㈬
午
前
10
時
〜
午
前
11
時
30
分

　
オ
ン
ラ
イ
ン・コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
編

②
テ
レ
ワ
ー
ク
の
始
め
方
＆
仕
事
の
探
し

方
が
わ
か
る
！

● 

２
月
８
日
㈫
午
前
10
時
〜
午
前
11
時
30
分

　
使
って
み
よ
う
！
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
サ

イ
ト「
ラ
ン
サ
ー
ズ
編
」

● 

２
月
15
日
㈫
午
前
10
時
〜
午
前
11
時
30
分

　
島
田
市
、藤
枝
市
発
の
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン

グ
を
始
め
て
み
よ
う
！

対
象：

　
川
根
本
町
の
在
住
の
方
な
ら
誰
で
も
。オ

ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
が
初
め
て
の
方
も
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ホ
が
あ
れ
ば
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。 

詳
細・申
込
み
に
つ
い
て：

● 

12
月
15
日
㈬
受
付
開
始
予
定

　「
Ｇ
Ｏ 

Ｔ
Ｏ
テ
レ
ワ
ー
ク
」で
検
索
、ま
た
は

次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で
も

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

【
問
】企
画
課

　
　
☎（
56
）２
２
２
１

狩
猟
免
許
試
験「
実
技
講
習
会
」

　
静
岡
県
が
実
施
す
る
狩
猟
免
許
試
験
に
先
立
ち
、

静
岡
県
猟
友
会
主
催
に
よ
る
実
技
講
習
会
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

※

実
技
講
習
会
の
受
講
は
義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
時
：
令
和
４
年
１
月
７
日
㈮

会
場
：
静
岡
労
政
会
館 

静
岡
市
葵
区
黒
金
町
５-

１

申
込
方
法
：
電
話
に
よ
る
申
込
み 

先
着
２
８
０
名

申
込
期
間
： 

12
月
24
日
㈮
ま
で

申
込
（
問
合
せ
先
）：

一
般
社
団
法
人 

静
岡
県
猟
友
会
事
務
局

☎
０
５
４（
２
５
３
）６
４
２
７

（
受
付
時
間 

平
日
９
時~

12
時・13
時~

16
時
）

川
根
本
町
で
は
狩
猟
免
許
取
得
に
係
る
経
費
の
補
助

を
行
って
い
ま
す
。

【
問
】農
林
課
林
業
振
興
室
　
☎（
56
）２
２
２
６

　５月号の広報かわねほんちょ
うでお知らせしたとおり、婚姻
に伴い新生活を開始する際の新
居の住居費用・引越費用に対し、
結婚新生活支援補助金を交付し
ています。
　経済的な不安を解消し、希望
を持って新生活を開始できるよ
う、町もサポートします。
　再度概要をお知らせしますの
で、対象となる方はぜひ制度を
ご利用いただき、素敵な新婚生
活をお過ごしください。

　必要書類や申請書のダウンロードなどは町の
ホームページからご確認いただけます。 
　また、電話や窓口でも相談を受け付けており
ますので、お気軽にお問合せください。

その結婚新生活費用、
相談できます！

川 根 本 町
結婚新生活
支援補助金 

新婚生活のための引越費用

新婚生活のための引越費用

川根本町 結婚新生活 検 索

【お問合せ】 企画課 ☎（56）2221

対象世帯
① 令和３年４月１日～令和４年３月３１日の間に
　 婚姻届を受理された夫婦 
② 婚姻日において夫婦がともに39歳以下 
③ 令和２年分の夫婦の所得を合算した金額が400万円未満 
④ 申請時に、夫婦が町内で同居している 
⑤ 補助金の交付を受けた日から1年以上、
　 申請にかかる住宅に定住する意思がある 
⑥ 過去に夫婦がともに本補助金の交付を受けていない 
⑦ 県こども未来課が実施する新婚生活支援事業に関する
　 講座を受講している 
⑧ 市町村民税の滞納がない 

（以下の要件をすべて満たす世帯） 

対象費用
① 住宅の購入費 
② 住宅の家賃（１カ月分のみ）、共益費（１カ月分のみ）、
　 敷金、礼金、仲介手数料
③ 引越費用

（令和３年４月１日～令和４年３月３１日の間に
 支払った下記の費用）

申請期限 令和４年３月３１日 
（期限前でも予算の上限に達し次第、募集締切）

補助金額
● 夫婦ともに29歳以下
  60万円 
● 夫婦ともに39歳以下
  30万円

（上限額）

住宅購入費、賃料、

　敷金、礼金、共益費、

　　仲介手数料
住宅購入費、賃料、

　敷金、礼金、共益費、

　　仲介手数料

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1213


